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一

般
に

経

緯
債

値
た

る

概

念
が

如
何
た

る

内

容
を

も
つ

か

と

謂
ふ

こ
■
と

ほ
､

そ

の

内

包

的

意

味
が

如

何
な

る

も
の

で

あ

る

か

に

よ

つ

て
､

決
つ

て

く
る

■
こ

と

ほ

勿
論
で

あ

る

が
､

同

時
に

そ

れ

が

含
ま

れ

る

債
位
牌
系
如

何
に

よ

つ

て

も

異
つ

て

く
る

も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

ゝ

に

問
題
と

す
る

貨
博
の

封
外

債
値
な

る

概
念
は

経

済
慣
値
の

一

つ

で

あ
る

こ

と
ほ

言
を

ま

た

た

い

が
､

そ

れ

も
ま

た

脛
碑
慣
債
の

鰻
系
を

如
何
に

構
想
す
る

か

に

よ
つ

て
､

そ

の

意

味
が

異
つ

て

く

る

こ

と

ほ

尊
び

得
た

い
｡

こ

の

鮎
か

ら

く
る

意

味
の

多

様
性
は

､

こ

1

に

問
題

と

せ

ず
し

て
､

畢
に

貨
幣
の

封
外

債
値
の

み
を

問
題
と

し
て

も
､

そ
の

意

味
内
容
ほ

か

た

り
の

多

様
性
を

も
つ

も
の

で

あ
る

｡

或
る

園
の

貨
幣
の

封

外

債
値
と

､

他
の

固
の

貨
幣
の

封

慌
値
と

ほ
､

そ

の

意

味
が

異
た
.

り
､

ま

た

同
じ

園
の

貨
幣
の

封
外

個

倦
も

､

産
額
蟄
展
の

程

度
に
■

よ

り
､

そ

の

意
味
が

異
る

こ

と

を

蔑
見
す
る

｡

歴

史
的
に

み
て

貨
幣
の

封
外

債
値
と

し

て

醸
と

法
と

は
､

そ

の

意

味
が

必

ず
し

も
一

様
で

ほ

な

く
､

ま

た

瘡
と

法

も

共
に

時
代
に

よ

つ

て

封

外

債
値
の

意

味
に

奨
化

を

黎
し
て

ゐ

る
｡

か

く

各
国
貨

幣
の

封

外

債
値
の

意

味
■
は

､

夫
≧

時
代
に

よ

つ

て

欒
化

し

て

居
り

､

ま

た

互
に

意

味
の

相

異
が

あ
ノ
る

け

れ

ど

も
､

概

観
し

て
一

様
の

欒
遷
推

移
を

た

し

て

ぉ

る

こ

と

を

把

握

し

縛
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

奨
遷

推
移
.は

各
国
民
産

瞬
の

内

部
尉
係

と

封

外

関
係
の

推

移



902

9
ハ

U

l
ウ
〟

に

も

と

づ
い

て

生

起

す
る

事

柄
で

あ
つ

て
､

国
内

軽

臍
･

国
際
経

境
南

面
の

発
展
の

段

階
如
何
に

よ

る

も
の

で

あ
つ

て
､

同

様
の

こ

と

は

濁
り

貨

幣
の
･
対

外

慣
値
の

意

味
に

つ

小

て
1

の

み

た

ら

ず
他
の

軽

碑
諸
概
念
に

お
■

い

て

も

見
出
さ

れ

得
る

こ

と
で

あ
る

｡

貨
幣
の

封
外

債
値

の

意

味
の

時
代

的

相

異
の

著
し

き

療

準
ほ

､

一

つ

は
二

固
の

貨
幣
の

含
有
す
る

黄
金

魔
の

重

量
比

較
で

あ
り

､

他
は
二

国
民
軽

臍
の

各
に

衝
け

る

流
通

産

額
的

仝

健
の

反
映

と

し
て

の

貨
幣
慣
値
の

比

較
で

あ

卑
｡

ア

ム

ス

テ

ル

ダ
ム

を

中

心

と

す
る

欧
羅
巴
の

国
際
震

碑
に

放

け

る

貨

幣
の

対

外

債
債
は

貴
金

属
の

重

量
比

較
を

圭

と
■L

､

伶
敦
を

中

心

と

す
る

国
際
樫
臍
に

於
い

て

は

国
際
金

本
位

制
に

よ

る

黄
金

魔
の

重

量

比

較
に

規
律
せ

ら

れ
て

ゐ

て

も
､

各
国
貨

幣
の

封

外

債
値
は

流
通

摩

軒
的
仝

儲
の

反
映
と

し
て

の

意

味
を

最
後
の

規
律
と

す
る

に

至

っ

た
｡

即
ち

前
者
は

一

国
貨

幣
と

他
国
貨

幣
と
が

何
等
流
通
脛

臍
的
仝

醸
と

関
係

た

く
､

猫
立
に

貨
幣
の

重

量
比

較
に

よ

つ

て

封

外

債
値

が

選
ら

れ

た

に

す
ぎ

た

か

つ

た

が
､

後
者
に

於
い

て

は

国
際
金

本
位

制
に

よ

る

重

量
比

較
に

よ

る

場
合
も

､

国
内

的

及
び

国
際
的

流
通
の

結
果
と
し

て

の

金
の

配

分
に

よ

る

も
の

で

あ
つ

て
､

全

流
通
脛

臍
の

反
映
と
し

て

の

封

外
債

伍
た

る

意

味
を

も
つ

も
の

で

あ

る
｡

か

く
の

如
き

関
係

は

我

殴
貨

幣
の

封

外

債
値
に

於
い

て

も

見
出
し

得
る

と

こ

ろ

で

あ
つ

て
､

同

時
に

こ

の

間
題
が

我

国
貨
幣

制
度
の

近

代

任
に

訂
す
る

と

こ

ろ

大
で

あ
つ

た

の

で

あ
る
｡

想
ふ

に

我
凰

貨
幣
の

封

外

債
伍
が

問
題
と

恵
り

ほ

じ
め

た
の

は
､

長
崎
出

島
の

和

蘭
貿

易
開
始
の

頃

で

あ

叩
､

そ

れ

よ

り

安
政

條
約
を

経
て

漸
次

そ
の

重

要
性
を

加
へ

､

明
治

幣
制
樹
立

を

経
て

次

第
に

近

代
的

た
る

貨
幣
の

封

外

債
佳
と

し
て

の

性

格
を

増
し
て

き

た

の

で

あ

る
｡

而
し
て

そ
の

流
通

産

臍
的

仝

饅
の

反
映
と
し

て

の

対
外

債
値
は

､

金

本
位

離
脱
に

よ

つ

て

資
鰻
慣
値
比

較
の

手

段

を

失
つ

て

か

ら

益
主

明

瞭
に

な

つ

て

き

た

も
の

で

あ

る
｡

以

下

歴

史
的

叙

述
に

よ

つ

て

我

国

貨
幣
の

封
外

債

倍
規
準
の

襲
蓬
を

明
か

た

ら

し

め
る

で

あ
㌻

う
｡

我

国

貸
借
の

野

外
便

偉

観

準
の

声
轟
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一

稔

静

叢

啓
二

十
二

忠

葬
-

蚊

こ

徳
川

鎖
国
政

策
が

と
ら

れ

て
.
か

ら

後
も

､

我

国
は

長
崎
を

通

し
て

､

和

蘭
と

制
限
的

通
商
を

行
つ

て

ゐ

た
｡

嘉
永

六

年
米
国
胎
釆
朝
と

共
に

漸
次

開
国
へ

の

方
向
に

強
制
せ

ら

れ

た
の

.

で

あ
つ

た

が
､

最
初
の

條
約
ほ

下

田

傑
約
(

安
改

元

年
甲
寅
十
二

月
､

日

米

保
約
ペ

ル

リ

(

1
)

-
林
大

挙

頑
)

で

あ
つ

た
｡

こ

の

倹
約
に

ょ

れ

ぼ
下

田

及
び

箱
館
に

於
い

て

米
国
胎
に

薪
水

食
料

其

地
紋
乏
の

品
を

給
し

､

代
金

は

金

銀
錬

､

品
物

等
に

て

受
取

る

こ

と

を

定
め

､

ま

た

取

引
■
は

役
人
を

経
て

行
び

､

私
的
取

引

を

許
さ
ゞ

る

も
の

で

あ
つ

た
｡

さ

れ

ば

下

田

條

約
■
は

所

謂
修
好

保
約
の

程

度
の

も
の

で

あ
つ

て
､

通

商

條
約
で

は
な

か

つ

た
｡

安
政

五

戊
年
正

月
の

亜

墨

利
加

俸
約
書
(

ハ

ル

リ

ス

ー
1

井

上

信

濃
守

､

岩
瀬
肥

後
守
)

に

重
り

て

開
市
開
港
が

約
束
さ

れ
､

特
殊
■
の

禁
制
乃
至

制
限
品
を

除
き

て
､

一

般
に

取

引
の

自
由
か

認
め

(

2
)

ら

れ
､

そ

の

代
金

文

殊
に

関
し

て

は

｢

南

開
貨
幣
の

同
種

同
量
に

よ

る

通
用
+

た

る

原
則
が

規
定
さ

れ

た
｡

す
た

ほ

ち

そ

の

第
五

僚
に

は

｢

外

国
の

諸
貨
幣
■
は

日

本
貨
幣
同

種

類
の

同

量
を

以
て

日

本
に

お

い

て

も

通
用

す
べ

し
｡

双

方
の

国
人
互
に

物
慣
を

償
ふ

に

日

本
と

外

囲

と
の

貨
幣
を

用

ゆ
る

妨
な

し
｡

+

と
の

文

言
が

含
ま
れ

て

ゐ

た
｡

か

く

安
政

五

年
の

修
好

通
商

保
約
に

よ

つ

て
､

■
日

本
貨
幣
と

外

囲
貨
幣
に

つ

き

所

謂
同

種

同

量
め

取

り

き

め

が

行
は

れ
､

｢

外

国
の

諸
貨

幣
は

計

本
貨
幣
同

稜

類
の

向
責
を

以
て

日

本
に

於
て

も

通
用

す
べ

し
+

と

た

り
､

こ

れ

に

よ

り

東
洋
に

於
い

て

欧
米
人

が

国
際
通

貸
と
し

て

諷

制
せ
ん

と

す
る

洋
銀
が

､

我

国
に

も

流
通
す
る

根

接
が

輿
へ

ら

れ

た
の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

が

我

国
貨
幣
と

洋
銀
と
の

問
の

慣
値
比

率
を

問
題
と

た

ら

し

め

た
｡

安
敦

五

年
以

前
に

お

い

て

外

国
人

が

支

蹄
に

用
び

た

る

貨
幣
は

洋
銀

〔

墨

其
静

弗
七
･

ニ

匁

任

官

日

内

銀
八

歪
日

≡
､

銅

三

富
八

八

八
､

慶
應

四

年

四

月

詐
相

賀
欄

田

雛
捕

酢
山

3

が

し
て

我

役
人

は

そ
の

亮
に

勤
し

一

分
銀

一
個
の

割
合
を

以

βJ O



好

′

て

通

吊
せ

し

め
■
て

居
り

ー

他
の

外

国
人

と
の

取

引

も
こ

の

交
換

比

率
に

ょ

つ

て

行

は
れ

て

ゎ

た
｡

而
し

て

昔
時
洋
銀
と

比

警
+

れ

竺
分

銀
は

天

保

年
間
に

鋳
造

さ

れ

た

至
分
銀
で

あ
つ

て

上

銀
二

･

三

匁
の

内

容
の

も
の

で

あ
つ

た
｡

か

く

七

二
一

匁
の

洋
銀
と
二

･

三

匁
の

一

分
銀
と

が

等
慣
に

交
換
せ

ら

れ
て

ゐ

た

こ

と

は
､

長
崎
に

怠

け
る

蘭
人

と
の

貿
易
に

瀕
を

聾
し

た

も
の

で

あ

る
｡

そ
の

事
は

安
政

二

年

十
二

月
二

十
三

日

(

一

豊
五

年
〕

の

和

蘭
長
崎
條
約
〔

二

十

八

ケ

條
)

に

附
隠
し

た

安
政

四

年
八

月
二

十

九

日

(

一

入

五

七

年
)

の

條
約
附
録

(

4

)

(

四

十
ケ

俵
)

に

規

は
れ

て

居
り

ー

そ

れ

は

既
に

寄
算
上

行
は

れ

て

居
つ

た

事
柄
を

保
約
文

に

牧

め
た

も
の

で

あ

る
｡

郎
ち

同

條
約
附
緑
黄

十

二

條
に

｢

阿

蘭
陀
人

洋
金

銀
錦
を

以

諸
貨
物
買
入

儀
差
支
無
之

且

金

銀

妄
ユ

ル

デ

ン

に

付
日

本
銀
に

直
し
六

匁
二

分
五

度
之

相

場
を

以

可

仕

彿
事
+

と

あ
り

､

彼
の

一

ギ
ュ

ル

デ

ン

を

我
が

墾
ハ

冬
一

分
五

厘
の

相

場
と

し

た
の

で

あ

告
こ

れ

に

ょ

つ

て

洋
銀

高
が

∵

分

銀
一

個
常
り

の

計

算
と

な

る

の

で

あ
る

｡

即
ち

ー

拙
ト

ヽ

て

1L

ヾ

=

淫
ひ

浄
(

昏
皿

》
＋
Ⅲ

秘
)

:

･
∵
(

こ
▲

(
瓜

野

皿

顎
頭
)

鞘

浄
-

串
--

き
N

.

い

拙
い
､

て

咄
1

･

…
(

N

)

(

蜘
帥
ヒ
い

丹
)

鞘
鈴
】

串
=
か

浄
×

N
.

ひ

=

鈴
】

い

浄
=

∴

…

人

ご

･

(

港
Ⅲ

顎
扇
)

然
る

に

常
時
の

一

分
銀
は

竺
分
銀
に

t

て

二

三
匁
の

重

量
が

あ
り

､

四

個

表
替
な

る

を

以

て
､

銀
目

と

す
れ

ば
一

分
鎮
四

個
が

銀
六

十

目
の

債
と

な
†

徳

政
に

112

-
吟
醸
･

壷
-1

¢

絹
n

警
芸
晶

(

浄
皿

顎
頭
)

■
我

国

貨
鰭
む

封

外
債
償

魂

準
む

欒
蓮

{
斗

)

βJ J

｢

ガ
g
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､

＼

＼

一

橋

静

叢
■
夢
二

十
二

春

希
一

班

預
金
二

瀞
=

賢
-

山

浄
頭
け

ト
砂
絵
卜
壷
=

■
…

･

･

=

･
(

〇

か

(
し
て

洋
銀

一

弗
が

一

分
銀

一

個
と

交
換
せ

ら

る

る

こ

と
1

た

つ

た
の

で

あ

る
?

以

上
の

如
き

計

琴
は

銀
目
許

慣

と

重

量
比

較
と

を

睨

用
せ

る

も
の

で

あ
つ

て
､

不

雷
の

も
の

で

あ
る

こ

と

は
一

見
し
て

明
か

で

あ
る

が
､

銀
目

取

引

と
低

位

た

る

定
位

銀
貨

一

分
銀
が

並

び

行
は

る

～

関
係
■
は

外

国
人
に

と

り

不
可

思

議
た

こ

と
で

あ

り
■､

か

く

不

首
の

慣
行
が

行

ほ
れ

た

も
の

で

李
b

う
｡

そ

の

結
果
が

上

記

和

蘭
條
約
に

と
り

あ

げ
ら

れ

た

に

外
.
た

ら

な

か

つ

た
の

で

あ
ら

う
｡

然
し

た

が

ら

洋
銀

(

七
･

二

匁
〕

と
一

■
介
銀
(

二

･

三

匁
)

と
の

重

量
比

較
に

ょ

る

と

き
､

そ

の

等
倍
関
係
の

不

合
理
で

あ
る

こ

と

は

見
易
き

こ

と

で

あ
つ

て
､

既
に

和

蘭
條
約
附
録
以

前
に

於
て

外

囲
よ

り

抗
議
せ

ら

れ

て

ゐ

た
の

で

あ

る
｡

即
ち

安

寧
一

奉
(

一

入

六
五

年

九

月
二

晋
H

)

下

層

鋲

嘉

宛
ハ

ル

リ

ス

(

5
)

書
翰
に

於
い

て
､

銀
一

分
通

用

不

首
の

抗

議
を

受
け
て

ゐ

る
｡

そ

の

抗

議
文
の

一

部
を

摘
録
す
れ

ぼ

次
の

様
で

あ
る

｡

｢

一

倍

麦
に

一

俵

あ

る

は

最
初

下

田
に

於
い

て

下

ル

ラ

ル

を
一

分
に

算
首
せ

り
､

是
は

大
低

一

分
三

個
之
量
自
H

あ
り

｡

一

箱
館
に

放
て

デ

ル

ヲ

ル

眞
の

位

を

以
て

一

分
三

箇
に

取

ら

れ

た

り
｡

一

貴
君

予
に

約
せ

り
､

我
が

必

要
と

す
る

虚
の

諸
物
は

日

本
人
と

同

琴
の

債
を

以
て

樽
ん

蕃

を
､

今

予

此
の

約
束
を

途
ん

皐
を

貴
君

に

戯
ふ

た

り
､

其
故
は

一

ド

ル

ラ

ル

唯
一

分
に

通
用

す
る

の

問
は
日

本
人
と

同

債
に

て

執
ふ

べ

き

庭
に

予

買

ふ

虔
の

諸
物
に

三

倍
多

き

慣

を

出

す
こ

と

を

望
む
に

首
る

た

り
｡

+

こ

の

抗

議
の

結
果
ほ

所

謂

弗
談
判
と

た

り
､

洋
銀
三

分
替
が

決

定
し

た

の

で

あ
る

が
､

そ
の

経
過
は

干

八

百

五

十
六

年
十

月
九

日

付
下

(

6
)

田

銭

墓
苑
t

ゥ

ン

セ

ン

t

∴
ル

リ

ス

書

翰
に

｢

前
略
…
‥
･

然

し

な

が

ら

そ

れ
■
絶
て

足

下
の

所

望
に

應

ぜ

ん

事
を

望
み

て

百

に

就
き

年

分

飴
の

損
我
に

象
る

と
い

へ

ど

息
昂
の

研

は

既
に

足

下
に

述
し

如
く

銀
三

分
を

銀
萱

ド

ル

ラ

ル

と

引

替
へ

ん

詑
的
斌

事
を

免

さ

む

と

覚
悟

(

7
)

せ

り

…
=

+

と

あ
り

､

ま
た

安
政
三

年
九

月
亜

墨
利
加

官
吏
之

及

庶
務
侯
儀
に

付
内

密
中
上

侯

書
付
三

井

信

浪
守
岡
田

備
後
守

岩
挺

修
理

･

βJ 忍



(

8
)

及

び

安
政

三

年
十

月

同

上
へ

の

添

書
跡

部
甲

斐
守
其

他
に

よ

つ

て
l
知
る

エ

と
が

出
来
る

｡

(

9
)

か

く
の

如
き

抗

議
の

結
果
が

安
敦

五

年
の

通

商

修
好

傑
約
に

お

け
る

同
種

同

量
の

交
換

と

な
■

っ

た
の

で

あ

る
｡

即

ち

貨
幣
の

重

量
比

較

に

よ

り
､

洋
銀
七

三
匁
に

封

し
一

分
銀
三

個
(

二

･

三

匁
の

三

倍
で

六
･

九

匁
〕

を

等
憤
関
係
に

澄
き

､

所

謂

弗
談
判
に

ょ

軒

吹
替
手

間
の

問

題
と

共
に

論
議
決

定
を

見
た

の

で

あ
つ

た
｡

そ

し

て

斯
く

交
換

比

率
を

決
.

定
す
る

に

常
り

､

品
位
を

区

別
せ

ず
し

て

量
目
の

み
に

ょ

る

こ

と
ゝ

な

り
､

し

か

も

量
目

上
の

差
を

洋
銀
を

京
銀
に

改

鋳
す
る

た

め
の

鋳
造
料
と

せ

ん

と

し
た

が
､

こ

の

間

琴
は

た

が

く

彼
我
の

間
に

(

m
)

頚
つ

て

居
つ

た
｡

同

種

同

量
の

傑
約
に

よ

り

洋
銀
の

内

地

通

用
が

認
め

ら

れ

た

で

あ

る

が
､

賓
際
に

ほ

我

国
民
が

慣
れ

た

い

た

め
に

洋
銀
の

受
授
が

囲

滑

(

1 1
)

に

行
は

れ

ず
､

そ

こ

で

幕
府
は

外

国
人
の
■
洋
銀
を

一

分
銀
と

交
換

す
る

義
務

を

負
捺
し

､

そ

れ

を

資
行

す
る

こ

と
､

た

つ

た
｡

し

か

し

た

が

ら

我
一

分
戯
の

鏡
造
能
力
は

徴
々

た
る

も
の

で

あ
つ

て
､

洋
銀
と
の

交
換
需

要
に

應
ず
る

に

充
分
で

た

か

つ

た
の

で
､

藩
に

洋
銀
に

封

へ

1 2
)

し

｢

改
三

分
定
+

の

刻

印
を

打
ち

､

洋
銀
を

そ

の

ま
ゝ

三

分
と

し
て

通
用

せ

し

め

る

こ

と
㌧

た

つ

た
｡

か

く
の

如

く

し
で

洋
銀

一

弗
銀
三

分
の

割
合
を

も
つ

て

我

国
貨
幣
の

封

洋
銀
の

封

外

項
値
規
準
が

設

定
さ

れ
た

の

で

あ
つ

た
｡

然
し

な

が

ら

此
の

対

外

慣
値
規
準
は
正

確
た

る

重

竜

比

較
に

ょ

る

も
の

で

も

な

か

つ

た

が

た

め
に

､

別
の

交
換
比

率
が

問
題
と

た

つ

て

き

滋
｡

即

ち

こ
取

の

取

引
に

お

い

て

は

洋
銀

一

弗
銀
三

分
通

用

で

行
は

れ

た

が
､

関
税
収

納
の

場
合
に
■
は

洋
銀
百

箇
を

一

分
銀
三

百

十
一

箇
の

割
合

と

す
る

に

至
つ

た
｡

こ

の

事
は

慶
應
二

年
五

月

十
三

日

改
規

約
書
第
六

保
に

盲
本
と

外

国
と
の

條
約
中
に

外

国
貨
幣
は
日

本
貨
幣
と

同

種

同

量
の

割
合
を

以
て

通
用

す
べ

し

と
取

極
た

る

簡
保
に

綻
び

是
迄
日

本
運

上

所
に

て

墨
是
零
下

ル

■ラ

ル

を

以
て

道

上

を

酌
む
る

時

竺

3

■j

2 1

分
銀
の

量
目

に

比

較
し
､ド
ル

ラ

ル

百

枚

を

芽
銀
三

百

十

扁
の

割
合
を

以
て

受
取

り

葬
れ
り
+

と

あ
り

ー

此
の

交
換
比

率
を

以
て

既
に

別

＼

我
国
貨
幣
の

封

外
債

低

温

準
の

襲
逐

一

,
_



ア習■‾‾

一

橋

静

叢

鐸
二

十
二

巷

希
一

旗

(

1 3
)

14

関
税

収

納
を

行
つ

て

居
を
も
の

と

見
ら

れ

る
｡

そ

し
て

こ

の

交
換
比

率
は

米
韓
公

使
ハ

リ

ス

の

秤
量
に

基
い

た

も
の

で

あ
■
つ

た

と

謂
は

れ

出

2

(

1 4
)

居

る
｡

即
ち
ハ

リ

ス

の

秤
量
に

ょ

れ
■

ば

瑞

賢
-
壷

叫
.

-

訟

浄
打

-
也

･

浄

-
一

面

ド
山

l ＼

声

､

叫
.

-

訟

淋
r

X
-

0

0

=

ご
い

.

い

浄
.

N
.

山

≠
P

X

㌍
-

--

コ
リ
い

八

軒

㌧
･

顎
落

岩

三
国

=

-
呼
鈴
い

ご

遠

′

一

か

く

洋
銀
と

一

分
銀
と

､

空
父

換
比

率
は

､

一

般
に

は

洋
銀

一

個
を

一

分
銀
三

個
替

と

し
､

関
税

牧

酌
に

於
い

て

は

洋
銀
百

個
を

一

分
銀
∧

三

富

十
一

個
替

と

し
た

｡

か

く
我

国
貨
幣
の

封

外

債
値
が

決

定
し

た

の

で

あ
つ

た

が
+

外

囲
貨
幣
と

潜

燈
せ

し

め

ら

れ

た
一

分
銀
は

賓
は

常
時
の

我

国

貨
幣
と
し

て

は
､

む

し

ろ

補
助
貨
的
の

も
の

で

あ
つ

た
｡

こ

の

補

助

貨
的
な
る

一

分
銀
が

洋
銀
と

封

應
し

て

我

国
貨
幣
を

代

表
す
る

こ

と
に

た

つ

た

の

は
､

東
洋
に

於

け
る

常
時
の

多

銀
少

金
の

事
情

と
一

分
銀
が

銀
貨
と

し
■

て

は

低

位
で

は

あ
る

が

定
位

貨
幣
と

し

て

取

引

上

便
利
で

あ
つ

た
こ

と

に

よ

る

も
の

で

あ
ら

う
｡

か

く

潅
銀
と

関
係
づ

け
ら

れ

た

銀

貨
は

金

銀

鎮
三

貨
の

一

り

で

あ
つ

て
ー

金

及

び

鎮
と

封

立

す
る

銀
貨
は

銀
目

流
通
に

ょ

る

丁

銀
で

あ

る

が
､

洋
銀
と

対
比

せ

ら

れ

た

銀
は

賓
倦
債
値
低

き

補
助
貸
的
た

る
一

分
鋳
で

あ

､
つ

た
｡

こ

れ

に

ま

づ

て

徳
川

時
代
の

貨
幣
制
度
ほ

一

分
銀
が

代

表

的
の

も
の

と

な

り
.

遂

に

明

治
四

年
の

新
貸
保
例
を

生

誕
せ

し

め
た

の

で

あ

る
｡

(

1
〕

膠
■タ
妥
芳

苦

悶
国

起
源

宮
内

省
蔵
版

食

中

千

八

十

七

貫
｡



(

2
)

同
上

千

九

十
五

真
｡

(

3
)

明

治

元

年

閏
四

月
十

四

日

布
告

鴇

親

分

顛

大

全

竺
礪
政

礫
門

別
虎

雄
款
四

哀
惜
二

百
⊥

ハ

‡
云

｡

(

4
)

膵

安

芳

著

(

5
)
･

同

上

巻

上

開
国

起
源

食

中

千

首
五

十

六

頁
｡

七

官

六

十
丸

文
｡

(

6
)

同
上

(

7
)

同
上

(

8
)

同

上

(

9
)

同

上

(

1 0
)

同
上

巻

上

七

首
七

十
三

頁
｡

巻
上

七

官

七

十
五

貫
■｡

魯

上

七

官
七

十

入

貢
｡

食

中

千

首

六

十
七

貢
｡

魯

上

.
自

六

宵
山

ハ

十

貴
重

七

官
+

ハ

十

七

京
｡

､

◎

安

政
三

年

十
一

月

十

否
H

付

洋
金

銀

量
目

替

等

之

儀
二

伸

中
上

候
書
付

晰

㌫
欝

◎
安

政
三

年

十
二

月

付

下

田

奉
行

中
上

慧
轟

利

加

官

誉
差

出

候

横
文

字

和

解
之

趣

評
議
作

中
上

侯

書
付

桧

平

河

内

守

外
五

名

●

◎

安

臥
四

年
二

月

亜

畢
利
加

官
吏

え

及
應
接
候
儀
中
上

候

書
付

附
山

脈

欝

◎

已

(

安

政

四

年
)

五

月
二

王
ハ

日

於

御

用

所
信

濃
守

出
羽

守

重

囲

官
吏

え

封

話
之

趣

′

◎

己

閏
五

月

宕
H

並

米

利

加

官
吏
え

引
合

候

儀
中
上

候

書
付

帖
舶

頴
田

復
官
記

竺
瀞

九

十

芸
慶
應
三

年

=
月
二

十

八

日

卸

蘭
ポ

リ

チ

ー

キ

ア

ゲ

ン

ト

粂
コ

ン

シ

ュ

ル

ゼ

ネ

ラ

ー

ル

ド

ア

カ

ラ

ー

フ

.

フ

ァ

ン

･

ボ
ル

ス

ブ

ル

ッ

ク

宛

小

笠

原

童

岐

守

音
容

明
治
二

年

十
一

月

九

日

各

国

公

使

宛

繹

外
務
痢

寺

島
外

務

大

輔

書
簡

港

親

分

顛

大

全

貨
博

一

八

十
九

京

(

1 1
)

安

政

未

不
年

十
二

月

十
三

日

中

務
大

輔
相

渡
備

蓄

膵

妄
芳

著

聞

闘

起
源

巷

下

二

千

三

宮
五

十
四

京
｡

【

ヽ

J2 1

(

ピ

象
政

未
六
年

サ
ニ

月
二

十
八

日

和

泉
守

相

渡
蠣

書

膠

安

芳
書

開
国

起

源

巷

下

二

千

三

宮
五

十
四

貢
｡

我

国

貨
幣
の

対

外
償

催

規

準
の

欒
意

βJ ∂



一

橋

論

叢

欝
二

十
二

審
†

第
一

鍍

16

(

1 3
)

慶
應
二

年
五

月

十
三

日

改

溌

約

書

2

(

1 4
〕

大

隈
侯
八

十
五

年

良

第
一

春

宵

八

十

貫
｡

三

一徳
川

時
代
の

我

国
貨
幣
の

封

外

債

値
規
準
が

一

分
銀
三

箇
洋
銀

一

筋
替

､

由
税
牧

椚
の

場
合
に
什

二

分
銀
三

百

十

二
固

辞
鎮
百

箇
替

が

如
何
に

し
て

決

定
し

た

か

は

上

述
し

た

と
こ

ろ

で

明
か

と

た
つ

た
｡

そ

こ

で

吾
々

は
こ

の

決

定
が

如

何
に

し
て

明

治

新
貸
に

引
き
つ

が

れ

･
た

か

を

述
べ

た

け

ば

な

ら

た

い

が
､

我

国
貨
幣
の

封

外

債
値
規
準
の

定
め

ら

る

べ

き

明

治

新
貨
は

奮
貨
幣
と

如

何
た

る

閲
聯
に

於
い

て

成

立

せ

し

め

ら

れ

た

で

あ
ら

う

か
｡

(

1
)

御

二

新
後
に

於
■
け
る

貨
幣
制
爵
は

､

し

ば
ら

く

は

奮
別
に

よ

る

盲
金

銀
鎮
の

通

用
が

布
告
せ

ら

れ

た
｡

従
つ

て

奮
馴
に

よ

る

古

金

銀
鎮

を

急
に

新
錆
す
る

必

要
が
■

起

ら

ざ

る

以

上
､

明

治

政
府
は

国
務

多

端
の

折
柄

特
に

改

革
の

必

要
が

た

か

つ

た

理

で

あ
つ

た
｡

然

し

た

が

ら

洋
銀
を

一

分
銀
と

容
易
に

交
換
し

う
る

様
に

鋳
造
設

備
を

す
る

こ

と

は
､

慶
應
二

年
の

改
穣

約
書
に

ょ

つ

て

外

国
に

封
し

幕
府
の

約
束
し

た

と
こ

ろ

で

あ

り
､

そ

の

資
行
に

裁
て

は
外

国
官

吏
か

ら

し

ば

し

ば

督
促
づ

れ
て

ゐ

た
｡

改

規

約
書
に

ょ

る

と

｢

釆
丁

卯
十

二
月

其

虞
置

を

取

行
ふ
+

べ

き
で

あ
り

､

丁

卯
ほ

慶
應
三

年
で

あ
つ

た
｡

し
･

か

し

そ

の

設

備
は

急
速
に

は
で

き

た

い

の

で
､

我

方
は

そ

の

密
行

方
延

期

(

2
)

を

外

囲
官
吏
に

申
込
み

､

そ

の

間
に

奮
貨
を

改
め

て

全

く

新
し

き
貨
幣
制
度
樹
立
に

の

り

だ

し

た

の

で

あ

る
｡

即
ち

政

府
は

新
貨
漬
浩
の

一

(

汚
し

儀
を

参
輿
合
計

官
事
務

判
事
三

岡

八

郎
に

命
じ

た
｡

是
に

ぉ

い

て

三

岡
八

郎

は
外

囲
事
務

列
事

五

代

才

助
､

寺
島
陶
歳
に

牢
し

て

造
幣
機

(

4
)

(

5
)

械
の

香
港
よ

り

輸
入

事
務
を

す
ゝ

め

た
｡

こ

れ

と

同

時
に

江

戸
の

金

銀
庄
が

接
収

さ

れ

た
｡

2 J 昏



(

6
)

明

治
元

年
閏
四

月
二

十
一

日

に

倉
計

官
の

七

司
の

内
に

貨
幣
司
が

軽
か

れ
､

通

貨
に

閲
す

る

行
敢
が

扱
は

れ

ろ

こ

と

ゝ

な

つ

た
｡

明
治

二

年
正

月
三

岡
八

郎

合
計

掛

を

免
ぜ

ら

れ
､

長
崎

邦
各

た
り

し

大
隈
八

太

郎
こ

れ

に

替
り

､

明
治

新
貨
は

全

く

大

隈

八
太

郎

が

中

心

と

た

つ

て

立

案
さ

れ

た

も
の

で

あ
つ

た
｡

打
ち

大

隈

案
に

ょ

る

と
､

両

分
先
の

四

進
法
を

改
め

て

十

進
法
を

採
用

し
､

一

元

を

百

分
し

て
一

鎮

と

草
し

､

一

鎮
を

十

分
し
て

一

厘
と

た

し
､

又

洋
銀
に

た

ら
へ

る

囲
哩

貨
幣
が

主

張

せ

ら

れ

た
｡

-

(

7
)

か

く
て

明
治

新
貨
の

方
針
が

定
ま
り

､

大
阪

造

幣
寮
の

開
設

も

す
ゝ

み
､

そ

の

首

長
と

し

て

英
人

キ

ン

ド

ル

が

申
入

れ

ら

れ

た
｡

政

府

(

R
)

は

明

治
二

年
二

月

五

日

造

幣
局
へ

の

達
に

ょ

り

新
貨
鋳
造

を

仰
出
し

た
｡

こ

れ

に

ょ

つ

て

鏡
造
さ

る

べ

き

新
貨
は

大

隈

案
に

ょ

る

囲
増

貨

(

9
)

得
で

あ
つ

て
､

新
貨
條
例
の

前
身
と

も

見
る

べ

き

も
の

で

あ
つ

た
｡

し

か

し

た

が

ら

大

隈

案
は

只

大

饅
の

方

向
を

示

し

た

ば
か

り

で

あ
つ

て
+

具

鱒
的
た

細
目
に

つ

い

て

立

案
し

た

け

れ

ぼ

た

ら

な

か

つ

た
｡

そ

こ

で

政

府
は

ま

づ

外

国
銀
行

家
の

意

見
を

き

く

必

要
が

あ
つ

た
｡

そ

こ

で

明

治
二

年
六

月

十

五

日

大
隈

参

輿
､

伊
藤
大
蔵
大
壷

､

井

上

造

幣
頭

､

中
江

外
囲

邦
事
等
が

横
濱
道

上

所

に

脅
し

､

相

談
の

結
果

東
洋
銀

行
代

理
p

べ
■
ル

ー

ソ

ン

に

謀
る

こ

と

ゝ

た

つ

た
｡

甲

ペ

ル

ー

リ

ン

の

建
議
は

洋
銀
と

品
位

量

目
を

一

つ

に

す
る

銀
貨
を

本
位
と

す
る

銀

本
位

制
で

あ
り

､

純
分
十

分
の

九
の

銀
に

し

て

四

(

1 0
)

百

十

六

グ

レ

ー

ン

の

銀
貨
を

内

容
と

す
る

も
の

で

あ
つ

た
｡

そ

し
て

そ
の

裡
に

は

徳
川

幕
府
の

幣

制
に

全

く
み

ら

れ

た

か

つ

た

西
洋
式
の

自
由

詩
造
制
を

含
む

も
の

で

あ

り
､

常
時
の

東
洋
語
囲
に

入
り

こ

ん

で

国
際
通

貨
と

し

て

流
通

し
て

居
つ

た

洋
銀
と

同

種

同
量
の

一

園
銀

貨
の

み

を

本
位

貨
幣
と

す
る

も
の

で

あ
つ

た
｡

廟
議
は

こ

の

･ロ
ベ

ル

ト

ソ

ン

の

建
議
を

容
れ

､

こ

れ

に

基
づ

き

新
貨
鋳
造
を

決

定
し

､

明

(

1 1
)

清
二

年
七

月

七
日

こ

の

旨
を

外

因
使

臣
に

通

告

し

た
｡

次
で

明

治
二

年
十

一

月

九
日

新
貨
幣
制
度
の

内

容
を

各
国
公

使
に

､

同
十

一

月

十

7

(

ュ2
)

2 1

四
日

に

各
国
間

士
に

通
督

し

た
』

我
国

貨
幣
の

封

外
債

億
盤

準
の

奉
遷

βJ 7



】
ゝ

.＼
▼

､

一

橋

論

叢

第
二

十
二

番

帯
一

雄

2 18

｡

の

貨

箭
庭
草
実
は

多

銀
小

金
と

云

ふ

東
洋
事
情
に

即
し

た

銀
本
位

制
度
で

あ
つ

た

が
l

用
謂

巴
の

金

銀
複
本
位

制
に

近

く

金

㈹

貨
の

内

容
を

低

位

と

し
た

か
つ

た
｡

明

治
三

年
三

月

晦
日

p

ペ

ル

ー

ソ

ン

宛
キ

ン

ド

ル

書

鞠
に

ょ

る

と
､

『

金
銀
十

ド

ル
､

量
目

四

二
八

八

匁
.

純
金

九

分
､

混
ゼ

物
一

分
､

金

環
は

都
て

同

質
な

り

と

雄
も

銀
十

五

分
に

付
金

一

分
の

比

例
を

以
て

鋳
造
す

れ

ぼ

凡
そ

一

割
の

益

●

ぁ
り

｡

一

ド

ル

の

銀
銀
を

本
位

(

リ

ガ

ル

チ

ン

ト

ル
)

と

し

金

銀
は

唯

便
宜
を

計
り

て

鋳
造
す

る

着
た

れ

ば

金
の

圭

鏡
(

ユ

ニ

ク

ェ
は

無
用
に

属
す
べ

し
､

金
の
■
重

鎮
を

設

く

る

に

は

銀
十
五

分
に

付
金

一

分
の

比

例

を

以
て

目

方
も

亦

右
の

秤

畢
の

如

く
な

ら

ざ

る

べ

し
､

故

に

十
下

ル

に

宛
る

べ

き

金
の

圭

鎮
は

其

量
四

文

目
八

分
た

る

べ

く

し
て

右
の

如

く

四

文

目
二

分
八

厘
八

毛

た

ら

ず
､

二

様
の
.

重

鎮
を

立

れ

･

ば

従
つ

て

二

様
の

正

貨
鎮
(

ス

タ

ン

ナ

ア

ル

ド
)

二

様
の

本
位

鏡
(

ヮ

ガ

ル

チ

ン

ー

ル
)

を

生

ず
べ

し
｡

右
は

他
の

国
々

に

て

既
に

賓
槍

の

適
宜
の

法
な

ら

ざ

る

を

黎
明
せ

し

た

り
｡

右
同

法

を

貴
国
に

適

用
せ

ば

造
幣
の

利
益

を

減
じ

蒋
政

府
の

公

益
を

指
す
る

に

至
る

べ

し
｡

』

か

く
こ

の

案
は

複
本
位

制
を

さ

け

銀

草
本
位

と

せ

し

も
の

で

あ
り

､

一

弗
銀

貨
七

･

一

九

三

匁
に

封

し
一

封
一

五
の

金
銀
此

慣

を

以

て

す
れ

ば

･
･

ぶ
偲

潜

は
や

h
上
T

･

3

芸
即
ち

四
･

八

窟
と

な

る

べ

き

を

低

位

と

し

て

甲
二

八

八

匁
と

し
た
の

で

空
ノ

た
｡

か

く

金

貨
に

於

け

ー

い

/

る

低
位
の

程
度
が

少

く
て

は
､

少

し

の

金

銀
市

場
此

慣
の

蟄
動
に

も

撹
乱
さ

れ

る

お

そ

れ

が

あ
れ

､

所

謂
補
助

貨
と

し
て

完
全
た

な

も
の

＼

で

た

く
､

資
性
慣
値
的

貨
幣
の

意

味
を

餞
し

て

ゐ

た

も
の

で

あ
る

｡

･

か

く
の

如

き

案
が

賓
魂

し

た

た

㌢

ば
､

洋
銀
と

重

く

等
し

き

銀

本
位

制
が

成

立

し
､

徳
〃

時
代
の

貨
幣
の

対
外

慣
値
規

準
は

洋
銀
と

等

■

し

き

貨
幣
を

設

定
す
る

こ

と

に

ょ

つ

て

極
め

て

簡
単
た

も
の

と

た

つ

た

筈
で

あ
つ

た
｡

(

1
〕

明

治

元

年
二

月
九

日

合

計

局

遵

法

親

分

類

大

全

貨
幣
ニ

ー

六
一

貫
｡

(

2
)

和

蘭
ポ

ゥ

チ

ー

キ

ア

ゲ

ン

小

乗
コ

.
ン

シ

ュ

ル

ゼ

ネ

ラ

ー

ル

ド

ダ

ガ

ラ

ー

フ

･

フ

ア

ン

ニ
小

ル

ス

フ

ル

ー

ク

宛

小

笠

原

萱

蚊

守

書
鞠

復
盲

●



一q
ノ2 1

事
､

記

第
一

放

九

五

貫
｡

(

3
)

(

4
〕

(

5
)

(

6
)

(

7
)

明

治
元

年
二

月
二

十
五

日

太

政

官
連

接

親

分

類

大
全

明

治
元

年
三

月

太

政

官
遵

法

親

分

類

大

全

貨
幣

一

明
法

元

年

四

月
二

十
+

ハ

日

東

紅

組
督
記

弛

遠
野

砲

手

記

明

治

職

官
給

革
表

洪

親

分

類

大

全

貨
幣

一

七

貫
｡

明
治
二

年

六

月
二

十
日

東

洋

撃
灯

ト

ノ

造
幣
工

雇
入

條
約

貨
潤

一

一

女
.

一

文
｡

復
古
畠

啓
三

卦

七
一

六
貢

｡

港

親

分

類

大

全

貨
幣

一

入

三

貴
｡

(

8
)

明
治
二

年
二

月
五

日

造

幣
局

へ

ノ

太

政

官
蓮

溝

親

分

類

大

全

貨
幣

一

八

三

貴
｡

(

9
)

明

治
二

年
二

月

四

日

園
塑

貨
幣
及
十

進

法

採

用
･
三
園
ス

ル

大

隈
三

輿
久

世

清

作
J

議
静

皇

国

造

幣
寮

遮

協
之

記

大

阪

市
史

第
七

巻

(

1 0
)

澤

右

衛

門

横

佐
ヨ

ワ

英

公

使
パ

ー

ク

ス

∴
ノ

書
巻

港
親

分

類

大

全

貸
借

∴
八

七

貫
｡

(

H
)

明
治
二

年
十

一

月
九

日

各

国
公

使

宛

韓

外

務
卿

寺
島
外
務

大

輔
音
容

､

明

治
二

年

十
一

月

十

四

日

各

国
岡
士

宛

同
上

蕃
勒

法

親

分

顛

大

全

貨
幣

一

入

九

-

九
一

貫
｡

(

1 2
)

明

海
三

年
三

月

晦
日

ロ

ベ

ル

ト

リ

ン

宛

キ

ン

ド

ル

蕃
勒

蛍

親
分

顛

大
全

貨
幣

一

九
四

貢
｡

う
へ

に

述
べ

た

明

治

最
初
の

幣
制
改

革
案
は

直

接
東
洋
諸
地

域

問
の

貿
易
に

適
應
せ

し

め

ん

が

た

め

に
､

洋
銀
と

同
種

同

量
の

銀
本
位

制
度
で

あ

麦
が

欧
薙

㌃

姦
墓
園
を

中
心

と

す
る

償
金

本
位

制
に

移
行
せ

ん
と
の

趨

軌
に

あ
つ

や
｡

警
世

孟
察
の

途

㌢

､

つ

た

明

治

政
府
の
■
使

節
一

行
に

加
は

つ

て

ゐ

た

伊

藤
博
文

大

赦
少

捧
は

米
国
よ

り

は

る

か

に

建
議
し

て

金

本
位

制
採
用
の

こ

と

を

以

つ

て

我

国

貨
幣
の

鄭

外
債

値
改

革
の

奉
遷

βJ9



′華‾‾? ｢

一

橋

論

叢

帝
二

十
二

億

第
一

親

(

1
)

2 0

し

た
｡

朗
ご
り

明

治
三

年
十

二

月
二

十

九
日

付
書
翰
を

以
て

メ

ト

リ

ッ

ク
･

シ

ス

テ

ム

に

よ

る

金

本
位

制
の

採
用
を

す
ゝ

め

た
｡

如
ち

伊

藤

■幻

2

β

博
文
の

意

見
に

ょ
■

れ

ば

『

抑
貨
幣
ヲ

篇
造
ス

ル

ニ

常
り

其
原
位
ヲ

定
ム

ル

金

銀
何
レ

カ

基
礎
ト

ナ

ル

ベ

キ

嘗
否
ハ

撃
一

方
今
欺

洲

諸
国
ノ

碩

峯
多

年
ノ

経
歴

ヲ

以

テ

金

貨
ヲ

原
位

-

定
ム

ル

ノ

議
略

一

轍
二

踪
ス

｡

‥

‥

‥

今

岩
シ

新
二

貨
幣
ヲ

躊
造
ス

ル

ノ

法

王

創
立
ス

ル

囲
ア

レ

＼

バ

必

各
貨
ヲ

原
位

エ
ス

警
ナ

カ

ル

べ

シ
｡

是
以

見
レ

バ

我

国

計
警

叢
■

ヲ

慧
ス

ル

乱
シ

ク

他
邦
従
釆
ノ

経

雪
基
キ

或
ハ

畢
膚
ノ

議
論
ヲ

モ

折
衷
シ

テ

重

富
ノ

正

理
二

法
ル

べ

シ
』

.

/

こ

の

伊
藤
博
文
の

書
顔
は

大
阪

造

幣
寮
閃
案
の

時
で

あ
つ

て
､

銀
本
位

制
設

定
の

こ

と
は

既
に

外
囲
使

臣
に

も

遺
骨

ず
み
で

あ
つ

た
の

で
､

金

本
位

制
へ

の

韓
換
に

は

柏

雷
の

困

難
が

あ
つ

た
｡

即
ち
キ

ン

ド

ル
､

ロ

バ

ー

ヽ
ソ

ン

等
の

外

国
人
は

洋
銀
と

同

様
の

本
位

貨
を

固

(

2
)

執
し

た

ゝ

め
､

伊

藤
博
文
の

建
議
牡

鹿
々

の

交
渉
に

よ

つ

て

漸
く

金

銀
南

本
位

制
を

と

る

こ

と
ゝ

た

つ

た
｡

か

く
て

本
位

制
度
の

欒
吏
は

(

3
)

内

定
し

た

の

で

あ
つ

た

が
､

明
治

四

年
四

月
二

日

付
在
米
伊
藤
大

蔵
少

輔
宛
大

耗
省
返

翰
に

ょ

り
一

層
明

瞭
と

た

つ

た
｡

即
ち

金

貨
の
■

外

に
一

瓢
銀
貨
を

制
定
し

｢

乍
去

一

回
銀
貨
仝

ク

靡
止

之

儀
ハ

何
分
貿
易
不

便
利
之

懸
念
モ

不

少
且

我

邦
二

於
テ

緯
失
如

何
可

有

之

哉
之

忠

告
モ

有
之

侯
閉
会

然

談
列
之

上
ニ

テ

不

得
止
ハ

右
銀

貨
ハ

貿
易
銀
-

シ

テ

制
度
外
二

摺
墨

西
寄
銀

一

棟
ノ

モ

ノ
ニ

書
倣
シ

候
積

二

俣
+

と

し

た
｡

か

く

金

本
位

と

し

銀

貨
は

貿
易
銀
と

し

て

制
限
的

た

る

も
の

と

す
る

こ

と

に

た

つ

た

が
､

之
に

封
し

て

東
洋
銀

行
筋
の

反
対
の

あ

(

4
〕

(

5
)

つ

た

こ

と

は

勿
論
で

あ
つ

た

が
､

敦

府
は

途
に

押
切
つ

て

し

ま
つ

た
｡

明

治
四

年
四

月

大

赦
省
伺
定
に

於
て

確
定
し

た
｡

即
ち

｢

倍

篤
ク

解
凍

之

得
失
ヲ

勘
量
致
シ

侯
而
ハ

銀
貨
ヲ
.
以
テ

本
位
-

シ

金

貨
ヲ

定
位
-

イ

タ

シ

密

使
儀
ハ

第
一

貨
幣
之

賓
理
ヲ

失
ヒ

流
通
之

際
往
々

多

少
之

不

便
モ

可

相

生

哉
卜

再

考
仕

候
二

付
只

篤

惧
息

尋
詳
之

上

金

貨
本
位

二

欒
草
之

積
+

.
た

ほ

｢

開
港
場
通

商

之

便
利
ヲ

謀
り

侯

囁
モ

亦

緊
要
之

各
務

二

有
之

候
二

付

常
分
之
内

銀

貨
ハ

春
田
港
場
而
己

ノ

流
通

二

供
シ

改

而

貿
易
銀
-

致
シ
+

以

つ

て
一

囲
銀
は

全

く

各
開
港

場



2 12
′

輸

出
入
物
品
其

他
の

諸
税

及
び

日

本
人
外

国
人

通

商
の

取

引
に

用
ふ

の

毎
に

し
て

内

地
の

諸
税

約
方
等
に

裁
て

は

用
び

得
な

か

つ

た
｡

1

(

6
)

か

く
の

如
き

経

過
を

七
つ

て

明
治

四

年
五

月
の

太

政

官
布
骨
に

よ

り

新
貨
條
例
が

畿
布
さ

れ

∵
明

治

幣

制
の

大
本
と

し

て

金

本
位

制
塵

が

創
設
せ

ら

れ

た
の

で

あ
つ

た
｡

而
し
て

一

囲
銀
の

開

帝
場
通
用

は

明

治

十
一

年
五

月
二

十
七

日

布
告

に

よ

り

内

地
一

般
に

通
用
せ

し

む

(

7
)

る

こ

と

に

改
め
ら

れ
､

我

周
賢
幣
制
度
は

金

銀
南

本
位

制
と

た
つ

た
の

で

あ
る

｡

か

ぐ

し
て

我

国
貨
幣
の

対

外
慣
倍

基
準

竺
分
銀
の

封
洋
銀
比

較
で

あ
つ

た

も
の

が
､

-
一

囲
銀
封

洋
銀

些
軟

と

た

つ

た
｡

け
だ

し

我

国

幣
制
が

金

銀
南

本
位

と

な

つ

た

が
､

､

金
は

幕
末

以

衆
切

海
外

流
出
に

よ

つ

て

新
金

貨
の

疎
通
少

く
､

且
つ

明

治
元

年
以

茶
の

不

換
紙
幣
の

費
行
に

ょ

り

銀
基
礎
の

不

換
紙
幣
制
た

る

贋
情
と

な

つ

た
｡

賂
つ

て

我

国

貨

幣
の

野

外

債
値
基
準
什

二

薗
敵
対

洋
銀
此

較
と

た

つ

た

の

で

ぁ
る

｡

然
る

に
一

同
銀
は

も
と

も

と

洋
銀
と

同
じ

曹

醸
慣
債
を

も
つ

鴇
の

で

あ
り

､

こ

の

意

味
に

於
い

て
一

圃
銀
封

洋
銀

比

較
は

我

国
貨

幣
め

対

外
慣
値
基
準
は

対
内

慣

億
基
準
と

合
致
し

た
こ

と
に

考
る

｡

即
ち

国
際
通
貨
た

る

洋
銀
が

我

国
の

園
内

通
貨
と

た
.つ

た

と

同

様
の

精
兵
L

な

つ

た

理
で

あ
つ

た
｡

-

(

1
)

明
治

三
一

年

十
二

月
二

十

九
日

′

老

米
伊

藤
大

成
少

輔
づ

り

/

建
議

決

裁

分

新

大

会

食
解
二

･
二
二

妄
｡

(

2
)

明
治

四

年
二

月
三

十

日

在

米
伊

藤
少

輔
宛
伊

達

外

務
卿
以

下

書
勒

法

親

分

類

大

全

･
貨
幣

一

∵
二

四

貫
｡

(

3■
)

明

溶
四

年
四

月
二

日

衣

釆
伊

藤
大

成
少

輔
宛
伊

達

外

務
卿
以

下

書
動

態

親

分

類

大

全

貨
幣

一

叫

二

田

賓
｡

(

4
)

明
治

四

年

三

月
二

十
九

日

■
東

洋

銀

有
ウ

ィ

リ

ア

ム

･

カ

ー

ゲ
ル

ノ

大

隈

参

議
宛

書
翰

法

泉

分

類

大

全

貸
借
二

〓

三
貫

｡

･

明

治

四

年
三

月
二

十
三

口

東

洋

銀

行
コ

リ

漉

澤

徒
五

位

宛

香
車

(

5
〕

明
治

四

年

四

月

大

蔵
省

伺

忠

告

親

分

類

大

全

貸
借
二

′

(

6
)

明

治

四

年
五

月

太

政

官
布
告

浜

親
分

顛

大

全

貨
幣

一

哉

囲
貨
幣
の

封

外
償
偲

貌

準
の

奉
蓮

法

規

分

類

大

全

,
貨
幣

一

+

二

六

文

一

一

入

京
｡

.

一

二

七

貫
｡

之召上

√

打



2ワ
】2

一

橋

静

叢

撃
一

†
ニ

春

希
一

兢

(

7
)

明

治

十

∵

年
五

月
二

十

七

日

太

政

官
布
告
.

港

親

分

類

大

全

貨
幣

一

二

〇
三

文
｡

βかg

以

上

述
べ

た
る

如

く

我

国
貨
幣
の

封

外

債
伍
は

洋
銀

一

個
一

分
銀
三

枚
替
が

決

定
し

た

常
時
に

於
い

て

は
､

単
な

る

内

容
比

較
に

ょ

る

両

替
で

あ
つ

て
､

■
そ
の

両

替
比

率
は

未
だ

膚
替
相

場
的
な

る

意

味
は

持
ち

え

た

か

つ

た
｡

そ

れ

が

文

久

年
間
に

至
つ

て

民
間
貿
易
が

盛
と

な

り
､

か

つ

静
銀
連
取

引
が

行
は

れ

る

様
に

た

り

洋
銀
に

封

す
る

取

引

需
要
が

増
加

す
右

に

づ

れ

て
､

一

分
銀
三

枚
巻
か

ら

離
れ
て

､

そ

(

1
)

の

禰

替
比

率
が

需
給
関
係

を

通
し

て

変
動
す
る

様
に

た

つ

た
｡

即
ち

我

国
貨
幣
に

封
る

洋
銀
相

場
が

輪
胡
入
の

情
況

に

ょ

る

需
給
関
係

か

ら

欒
勤
し
.､

銀
平

債

写
る

基

準
を

寂
し
た

が

ら

今
日

み

ら

れ

る

烏
替
相

場

竪
不

し
て

釆
た
の

で

あ

る
｡

輸
出
業
者
は

内

地
の

買
付
の

や
め

に
一

分
銀
を

需
要
し

､

輸
入

業
者

は

琴
八

代
金

支
梯
の

た

め

に

洋
銀
を

需
要
す
る
■

｡

一

■
分
銀
と

洋
銀
に

封
す
る

需
要
の

強

さ

潮

何
に

ょ
つ

て

洋
銀
相
場
が

襲
動

サ
る

｡

而
し
て

そ
の

欒
動
は

今
日

の

為
替
相

場
と

同

様
に

取
出
超
過
の

場
合
は

洋
銀
の

供
給
が

多

く

た

り

て

洋
銀
相

場
下

落
し

､

輸
入

超
過
の

場
合
は

洋
戯
に

封

す
る

需
要
檜
加
し
て

洋
銀
相

場
騰
貴
し

た
｡

か

く
し
て

洋
銀
相

場
が

為
替
相

場
の

作
用
を

果

す
に

至
つ

た
｡

然
し

た

が

ら
こ

の

洋
銀
相

場
は

一

分
銀

建
に

あ
ら

ず
し

て
､

銀
日

蓮
が

行
は

れ

て

そ
の

ま
ゝ

明

治
に

至
つ

た
｡

田
ち

金
一

爾

銀
五

十

日

と

法

定
せ

ち

れ
滋

銀
目
が

元

線
年
間
か

二
ハ

十

日
に

改
め
ら

れ
､

明
治

元

年
五

月

九
日

銀
目

療
止
の

布
告

零
せ

.
ら

る

1

ま

で

存

績
し

た

銀
目

(

2
)

収

よ

ヴ
■
て

洋
銀
相

場
が

建
て

ら

れ
､

銀
目

許
債
に

ょ

る

洋
銀
相

場
欒

動
が

示

さ

れ

て

ゐ

た
｡

而

し
て

洋
銀

扁

妄
銀
三

枚
替
を

銀
日

義

雷
す
れ
ぼ

､

霊
×
･=
叫

上
品

と

雷
､

/

銀
杏

債
は

四
十

完
の

管
誉

｡

滋
の

竿
五

碧
中

心

と

し

て

洋

室
相

慧
欒
臥
が



行
は

れ

た

理

で

あ

る
｡

こ

の

銀
日

義
示

に

ょ

る

洋
銀
相

場
は
■
明

治
に

入
つ

.
て

新
貨

條
例
の

行
は

れ

て

か

ら

は

南

国
対

等
の

原
則
に

ょ

つ

て

(

3
)

六

十

日
を

中
心

と

し

て

欒
動
す
べ

く

褒
更
さ

れ

た
｡

′
∫

以

上
の

如
き

甚
準
を

中
心

と
し

て

欒
動
す
る

轟
銀
相

場
は

文

久
か

ら

慶
應
の

初

め

ま

で

は

基
準
以

下

に

於
い

て

襲

勤
し

､

明

治
に

入
つ

へ

4
)

て

か

ら

ほ

不

換
貨
幣
の

換
襲
に

つ

れ

て

銀
紙
の

開
き

を

加
味
し
た

蔑
め

に

洋
銀
相

場
の

騰
貴
を

見
た

｡

顛
く
て

浮
腰
相

場
は

為
替
相

場
を

意

味
し

､

且

つ

洋
銀
は

一

囲
銀
と

し
て

国
内

貨
幣
紅

蓮

ず
る

開
係
か

ら
､

洋
銀
相

場
■
を

不
換
紙
幣
に

ま

を
一

囲
銀
の

債
格
た

ら

し

め
､

も
つ

て

為
替
相

場
を

国
内

問
題
と

し

た

作
用
を

も
つ

も
の
･
で

あ
■

っ

た
｡

然
る

に

こ

の

洋
銀
相

場
は

明

治

初

年
の

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

進
行
と

共
に

､

次

第
に

銀

紙
の

慣

格
較
差

そ
不

す

も
の

と

卒
り
■､

我

国
の

封

外

為
替

は

漸

焚
外

囲
銀
行
の

取

扱
ふ

麓
香
取

引
に

ょ

つ

て

代
ら

れ
､

そ

の

相

場
は

倫
敦
宛
為
替

相

場
と

し

て

表
現

せ

ら

れ
､

我

国
為
替

相

場
と

し
て

の

重

せ

を

加
へ

る

′

に

空
つ

た
｡

而
し

て

倫
敦
宛
為
替
は

銀
基
礎
な

る

建
前
か

ら

所

謂
銀

禽
替
と

し

て

金
銀

市
場
比

債
を

基
準
と

し

て

出

聾
し

､

一

囲
銀
と

磋

､

貸
と
の

比

慣
を

｢

囲
を

四

志
か

ら

振
出
し
(

明
治

七

年
)

銀
貨
の

下

落
を

反
映
し
て

明
治

三

十

年
金

本
位

制
採
用

ま
で

漸
次

囲
の

封

外

債
値

の

下

落
を

凍

七
一

志
と

滋

恥

金

本
位

制
に

よ

る

､
峨

-

=
N

∽

に

連

接
せ

し

め

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

い

ま

田
口

卯
書
著
洋
銀

聯
除

静
の

洋
銀
相

場
(

一

)

と

明
治

三

十

年
幣

制
始
末

概
要
の

銀

貨
封

俄
幣
平

均

相

琴
人

二
)

と

統
計

年
鑑

及

金
融

事
項

参
考
書
に

基
づ

て

壌
洋
避

臍
新
報
敢
編
纂
明

治
大
正

国
勢
級
璧
所

載
の

横
寅
に

お

け
る

倫
敦
宛
傘
寿
彿

為
替
相

場
(

三
)

を

た

ら
べ

て

み

ょ

う
｡

我

国

貨
紗

甲
の

射

外
偲

底
洩

準
の

欒
蓬

3㌘

ββ3
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十

準
鎗

叢
∵

葬
ニ

サ
ニ

賢
帝

一

騎

文
久

元
治
産
癒

■

明
治

三

三

元

元

一

′

三

元

二

三

四

五

大

七

(

九

岩
一

一

H

品
棚

甜

細

舶

舶

棚

捌

諾

㍊
∽

∽

…

㈹

跳

四

五

言

+ ゴ

一

(

一

九

喜
二
〓

重
工

三

土

田

一

三
一

完
､

ヱ

七

モ
ハ

孟
三

〇

ββ壬

7 5 .5 4

7 4 ,9 0

69 . 65

6 丘1 3

′‾ヽ

5
ヽ

- ′

貰
朋

朋

朝
一

∞

私
恨

甲
㈹

湖

脳

鵬

淵

岬
皿

淵

芸
脱

脱

雌

淵

雌

∞

志

4 ･｡ 2

畑

3 ･1 1

3 ･1 1

3 ･｡ 9

…

M

…

3 ･｡8

3 ･｡ 7

3 ･｡ 7

3 ･｡6

3 ･｡ 3

誠

3 ･｡ 1

3 ･｡ 4

3 ･｡ 2

2 ･1 ｡

2 ･｡ 6

2 ･｡ 1

m

2 ｡ 2

2 ･｡ ｡

扱
右
に

掲
げ

た

数
字
に

基
づ
い

て
､

洋
鎗

相

琴
-

囲
銀
庖

よ

る

不
換

紙
幣
相

場
及
■び

倫
敦

宛
為
替
相

場
を

考
察
し
て

み

ょ

う
｡

銀
目

許

債
に

ょ

る

洋
銀
相

場
が

封

居
留
地

貿
易
打

よ

る

支

疎
開
係

か

ら

起
つ

た

為
替

相

場
で

あ
つ

た

こ

と

は

既
に

述
べ

た

と

ほ

り

で

あ
■
る

｡

従

っ

て

そ

の

相

場
は

輸
入

超
過
か

輸
出
超
過

か

に

ょ

つ

て
､

洋
銀
■

が

騰
貴
す
る

か

下

落
す
る

か

は
､

一
そ

の

後
の

外

国
為
替
手

形
に

よ

る

決

済

の

場
合
と

同
様
で

あ
つ

た
｡

廃
る

に

こ

の

洋
銀
相

場
が

国
内

に

敷
け

る

不

換
紙
簡
の

檜
蟄
に

よ

る

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

反
映
し
た

こ

と

は

所

謂
為
替
と

物

慣
の

関
係
か

ら

常
然
で

あ
り
.､

西
南
戟
季

後
に

檜
大
し
た

イ

ン

フ

レ

ー

サ

ヨ

ン

慣
向
に

ょ

つ

て

洋
銀
相

場
は

整
良

し

は

じ

め

た
｡

然
し

右
の

数
字

に

ほ

洋
銀
相

場
は

明
治

十
一

年
迄

し

か

な

い

が
､

銀
紙
の

開
き

を

示

す
銀
貨

l

封

紙
筒
平

均
額

場
(

二
)

に

よ

つ

て

引

き
.
つ

が

れ

て

ゐ

る

と

考
へ

ら

れ
る

｡

而
し
て

洋
銀
と

一

囲
銀
と

が

同
一

の

馬
の

で

あ

る

か

ら

居

留
地

貿
易
七

於
け
る

洋
銀
に

封

す
る

需
給
蹄
保
と

一

圃
銀
と

紙
幣
と
の

需
給
関
係
と

ほ

交
流
す
る

こ

と

に

ょ

つ

て

平

均
化

せ

ら

れ
､

(

こ
の

銀

目
許

債
に

よ

る

洋
銀
相

場
と



＼
妙

ー
252

一
(

二
)

の

銀
紙
の

開
き

を

示

す
数
字
と

は

各

界
つ

た

意
味
を

も

ち

た

が

ら
一

個
の

邁
績
と

考
中

ら

れ

得
る

の

で

あ

る
｡

然
る

に

(

三
)

に

示

す
如
く

明
治

初

年
よ

り

外

国
銀
行

､

外
囲
商
社
の

行
ふ

薦
香
取

引
に

ょ

つ

て

今
日

ま

で

績
い

た

為
替

相

蓼
が

存
在
し
て

居
つ

た
1

そ

し

て

そ

の

慣
借
基
準
は

所

謂
銀
為
替
ど

t

て

金

銀
市

場
此

慣
を

≠
ウ

て

し
､

そ

れ

を

中
心

と

し
て

為
替
手

形
の

需
給
関
係
に

ょ

つ

た

鴻
.

の

で

あ
つ

た
｡

而
七
て

(

二
)

は

(

こ
の

如
く

為
替

相

場
と

し
て

の

洋
銀
相

場
を

一

部
意

味
し
て

居
つ

た

が
､

漸
次

銀

紙
の

開
き

の

み

を

涼

し
+

明

治
十

四

年
イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

頂
鮎

か

ら

橡
方
正

義
の

紙

幣
峯
理

親

行

に

ょ

つ

て

デ
フ

レ

ー

シ

ョ

ン

恐

慌
を

脛
て

明
治

十

八

年

十
二

月
銀

紙
の

開
き

消

滅
に

到
達
し

て

無
く

な

つ

て

し

ま
つ

た
｡

(

一

)

ど

(

二
)

と

は

明
治

七

年
よ

り

十
一

年
迄

は

騰
落
並

行
↓

た

が
､

(

二
)

の

年
ば

以

後
と

(

三
)

と

は

並
而
し
て

ゎ

な

い
｡

軒
与

(

二
)

の

年
ぼ
以

後
は

為
替

相

場
と

し
て

の

意

味
を

失
び

専
ら

銀
紙
の

開

き

を

反
映
す
る

に

止

ま

り
､

.

焦
眉

相

場
は

全

く

外

囲
銀
行
及

商
祀
の

為
替
取

引
に

よ
.つ

て

決

定
せ

ら

れ
て

釆
た

の

で

あ
る
｡

次
い

七

横
漠

(

6■
)

正

金

銀
行
の

設
立

後
所

謂
御

用

外

国
為
替
取

引

が

開
始
せ

ら

れ
､

近

代
的
為
替

相

場
に

移
つ

た
の

で

あ

る
｡

斯
ぺ

哉

囲
の

外

国
為
替
は

貨
幣
の

賓
饅
の
.

比

較
に

ょ

る

爾

替

か

ら

漸
次

正

貨
比

較
々

中
心

に

も

ち

た

が

ら

国
民

経
済
的

た
バ

ラ

ン

ス

た

る

国
際
貸
借
に

ょ

る

為
替
相

場
に

移
つ

て

き

た
の
.

で
･
あ
つ

た
｡

､

(

1
)

原

脅
威

雑

著

梼
濱

開

港
嘗
時
之

貿

易

状
態

並

洋

銀

相

場
取

引

之

沿

革
｡

(

2
)

復

官

記

第
五

放

一

〇
ニ

.

貫
｡

(

3
)

明

治

四

年

七

月
五

日

大

歳
省
伺

法

親

分

親

犬

今

貨
幣
ニ

ニ

六
九

貫
｡

(

4

)

■田

口

卯

富

洋

銀
排

除

静

明

治

三
年

十
二

月

稿

田

口

卯

音
全

集

啓
三

各

経
済
紫

茂

木

惣
兵
衛

胡

治
八

年
五

月

耗

幣
寮
宛

洋

鼓

平

均

相

場
書
上

(

幸
田

威

友
氏

所
蔵
)

(

5
)

銀

行

課

葬
一

項

奇
骨

一

二

三

貫
｡

(

6
)

樵
清

正
金

銀

行
史

附

錬

甲
巷

之
一

明

治

十
三

年

十

月
二

十
日

発
行

中

外
物

償

新
帝

｡

ββう

我
囲

貨
幣
.
の

封

外
債

億

塊

準
の

靡
遷




